
市全体の生栗の品質向上と｢笠間の栗｣のブランド力向上、良質な栗に対する付加価値付を推進

するため、生栗のブランド認証を推奨しています。

認証基準 ｢笠間の栗｣ブランド認証制度実施要綱に基づき審査を行います。

(1)市内に圃場を有し、生業として栗を生産・販売している生産者または事業者であること
ほじょう

(2)栗は、くん蒸処理以外の方法で殺虫処理を行っている、または収穫後適切な保管のうえ

速やかに出荷していること

(3)栗の保管に必要な設備を所有していること(0度以下の設定が可能なもの）

(4)表に基づき、サイズ別・品種別による選果を行っていること

(5)病害・虫害・腐敗などの不健全果を除いた良質な栗の販売を行っていること

品種別 森早生、丹沢、ぽろたん、国見、大峰、人丸、紫峰、利平、筑波、銀寄、倉片甘栗、

石鎚、美玖里、岸根、ぽろすけ

書類の提出 ・「笠間の栗｣ブランド認証申請書

・栗の殺虫に使用している機材などの写真

・栗のサイズ選別に使用している機材などの写真

・栗の保存に使用している機材などの写真

・前年度の生栗の販売実績(商品チラシや領収書など）

提出期限までに窓口に直接またはいばらき電子申請・届出サービス(右上の二次元

コード)からお申し込みください。

検体の提出 認証を受けたい品種の生栗 各品種500gを審査会当日に窓口へ直接提出してください。

※実際の販売形態で提出すること(サイズ・品種の表記や梱包など）。

⑦ ｢笠間の栗｣ブランド認証の申請を受け付けます
問・申 農政課(内線 542)

審査会 書類の提出期限

第 1回 9月 5日（木） ※検体は当日の

午前 8時 30 分～9時に

提出してください。

9 月 2 日（月）

第 2回 9月24日（火） 9月19日（木）

第 3回 10 月 8 日（火） 10 月 1 日（火）

サイズ別

4L 33ｇ以上

3L 25～32ｇあるいはまる目のふるいの直径が 39㎜以上

2L 20～24ｇあるいはまる目のふるいの直径が 35㎜以上 39 ㎜未満

L 15～19ｇあるいはまる目のふるいの直径が 32㎜以上 35 ㎜未満

M 11～14ｇあるいはまる目のふるいの直径が 29㎜以上 32 ㎜未満

書類の提出はこちら

市ではスポーツと文化の振興を目指し、全国規模や国際的な規模の大会に出場

する個人および団体に対して、｢笠間市スポーツ・文化振興奨励金｣を交付して

います。詳しくは市ホームページ(右の二次元コード)をご覧ください。

申込方法 必要書類を準備のうえ、窓口で直接またはメールでお申し込みください。

⑧ 笠間市スポーツ・文化振興奨励金を交付しています
問・申 生涯学習課(内線 393) メール sports@city.kasama.lg.jp

市ホームページ

４ぺージ
2024-0801

ひとりで抱え込まずに相談しましょう。
「こころの相談室｣健康医療政策課
℡ 0296-77－9145 (予約制)

https://apply.e-tumo.jp/city-kasama-ibaraki-u/offer/offerList_detail?tempSeq=59642
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page015466.html
https://www.city.kasama.lg.jp/page/page015076.html

